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書類作成上の留意点 
 

１．令和５年度老人福祉施設整備事業協議書の提出について（都知事あて） 〈例〉 
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A 計画の概要・スケジュール等                     

２．老人福祉施設・介護保険施設等整備事業計画概要 《例》 
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（令和　　年　　月　　日現在）

　 ■ 市街化区域　　（用途地域：隣接商業地域 ）

□ 市街化調整区域

敷地面積 ㎡ ％（上限 ㎡）

％（上限 ㎡）

※「該当する」場合は、下記のうち該当するもの選択

□ □ □ □

※「該当する」場合は、下記のうち該当するもの選択

□ □

□ □ その他（　　　　　　　　　　　　　　）

□ 埋蔵文化財包蔵地域 □ 生産緑地地区 ■ 傾斜地

□ その他 （ ）

既存建物の有無 □ 有 （種類： ） ■ 無

前面道路の有無 ■ 有 （幅員： m ） □ 無

境界確定（済）の有無 ■ 有 （ ） □ 無

赤道の有無 □ 有 ■ 無

■ 有 土壌汚染→調査実施済み。基準値を超える汚染なし。 □ 無

開発許可→窓口：新宿区○○部○○課　事前協議中

現在に至るまでの土地の使用状況の概略

■ 宅地 □ 農地〈農地転用許可　　有　・　無　・　不要　〉 □ その他

現況の概略

□ 国有地 □ 公有地〈 都 ・ 区市町村 〉 ■ 民有地〈 都市再生機構（UR） ・ UR以外 〉

□ 購入済 □ 購入予定〈　交渉済　・　交渉中　・　未交渉　・　その他（　　　　　　　　　）〉

□ 寄付を受ける予定

■ 定期借地（定借補助の利用予定〈　有　・　無　〉・補助額　　　　　　円）　　

□ その他借地（賃借権又は地上権設定）

賃借料 ■ 有償（下表へ記入） □ 無償

（ ）千円 （ ）千円

（ ）千円 （ ）千円

（ ）千円

（ ）千円

（ ）千円 （ ）千円

（ ）千円 （ ）千円

※注1：前払い賃料としての性格を有するもの

※注2：保証金・権利金等、前払い賃料としての性格を有さないもの

借地権設定方法 ）

借地権契約期間 （ ） 年

借地上の建物保存登記及び地主の承諾 ■ 有 □ 無

□ 無 ■ 有→下表へ記入（第一順位から）

■ 無 □ 有→下表へ記入（第一順位から）

その他災害によ
る被害が想定さ
れる区域の該当

状況

（リストから選択）

土砂災害警戒区域 浸水想定区域（想定浸水深　　　ｍ）

災害レッドゾーン
の該当状況

（リストから選択）

災害危険区域 地すべり防止区域 土砂災害特別警戒区域 急傾斜地崩落危険区域

その他の

規制状況等

8

80.00

土壌汚染・埋蔵文化財等の有無や農地法・都市計画法・市町村宅地開発条例等の土地利用

に係る規制の有無、担当部局との調整状況及び今後の予定

用途地域等
2,000.00 建ぺい率

容積率

契約終了後〈　返還有　・　返還無　〉

52

法人との関係 役員、評議員を含め無関係

400.00 8,000.00

内容（ 定期借地権設定契約

減額後賃料月額
（令和　　年　　月

　から　　　年　　月）

被担保債権額（千円） 根抵当権登記抹消（予定）時期

○○銀行

18,000

0

土地確保の方法

土地の種類

1,500 賃料年額

全部　　　・　　　一部　

1,600.00

根抵当権者名

100,000

賃料月額
（令和　　年　　月

　から　　　年　　月）

土地の現況

抵当権及び

根抵当権の設

定状況

抵当権の有無

抵当権者名

減額後賃料月額
（令和　　年　　月

　から　　　年　　月）
500 減額後賃料年額 6,000

減額後賃料年額

賃貸借契約の概要（借地の場合のみ記載）

賃料月額
（令和　　年　　月

　から　　　年　　月）

根抵当権の有無

現在の土地

所有者

令和4年9月上旬（予定）

被担保債権額（千円） 抵当権登記抹消（予定）時期

0

土地所有者名 ・××花子、××次郎共有・・・500.00㎡

地歴

624,000 令和5年7月20日～令和55年7月19日分

一時金（注2） 100,000

浸水被害防止区域

安全確保や避難に係る対策（設計上の工夫、設備、避難方法等）

土地権利関係

（予定を含む）
賃料年額

一時金（注1）

※注意
都市計画法改正により許可が必要

借地の場合、無料又は極力低額であることが望
ましく、地上権又は賃借権の登記が必要

抵当権又は根抵当権が設
定されている場合には、原
則として審査会前までに
（遅くとも内示前までに）抹
消すること。協議書提出時
に、内示前までに抹消する
ことを記載した「（根）抵当
権抹消確約書」を添付する

必要に応じて書類を添付すること。

期間を定めた賃料の変更がある場合は
期間及び金額をそれぞれ記載すること。

※注意
該当する場合は補助協議を行うことはできない。
（都市計画法の規定に基づき開発が許可される
場合を除く）

※注意
対策の概要について記載するとともに、対策を講じる
ことが分かる資料を添付すること。
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３．開設の理由及び運営方針  
〔記入上の注意〕

　下記の要点を踏まえてＡ４用紙１枚にまとめること。

１　施設周辺地域の現状と将来展望（高齢者人口、要介護高齢者人口の動向、区市町村の福祉サービスなど）

２　周辺地域における他施設・事業所等の状況（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、地域包括支援センターなど）

開　設　の　理　由　及　び　運　営　方　針

１ 法人の経営・運営に関する理念及び沿革（新設法人の場合には、設立準備委員会の検討内容等）

２ 整備を必要とする目的・理由、開設に至った経緯など

３ 他道府県の法人については、東京都で整備をする理由及び地元道府県の整備状況

４ 開設後の運営及びサービス提供の考え方と具体的な内容

５ 地域における施設の役割についての基本的考え方

６ 家族との連携についての基本的考え方   
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４．開設までのスケジュール  

「協議書の提出について、スケジュール」の「開設までのスケジュール（例）」を参照して作成す

ること。 

・開発工事や土地造成工事が必要となる場合は、スケジュールに記載すること。 

・区市町村交付金事業、障害者施設等との複合施設の場合は、それぞれ補助協議のスケジュー

ルを記載すること。 

・整備にあたって各行政機関との協議が必要な場合は、それぞれの記載すること。 

・内示初年度の出来高１％以上が確保できること。 

※出来高の算定に当たっては、「84 工事見積書」の記載内容を踏まえること。 

 

５．理事会又は準備会の活動経過及び議事録（写）〔整備事業計画関係〕  (1) 理事会議事録 

整備を必要とする理由、計画地・施設の種別・定員の決定、関係区市町村との調整状

況など、各理事の質疑など発言内容や、決定の経過がわかる詳細なものを作成し、写し

を提出すること。 

 

(2) 新設法人（設立準備会）の場合 

準備会の設立趣旨・活動方針の決定、準備会役員・理事予定者の選出、整備を必要と

する理由、計画地・施設の種別・定員の決定、関係区市町村との調整状況など、話し合

いの経過がわかる詳細な資料（次ページ参照）を作成し、議事録（写）に添付すること。 

 

６．理事会又は準備会の議事録（写）〔自己資金及び寄付金関係〕  

自己資金確認書類、寄附者（寄附団体）に関する確認書類は、理事会で内容の審査・

決定を受けること。 

各理事の発言内容が分かる詳細な議事録を作成し、写しを提出すること。 

 

７．理事会又は準備会の議事録（写）〔設計事務所選定理由・選定基準〕 

設計事務所の選定について各理事の発言内容が分かる詳細な理事会議事録を作成し、

写しを提出すること。 
特に、設計事務所と随意契約をする場合は、随意契約をする理由及び設計事務所選定

理由について理事会により承認を得ていることが確認できること。  
※書類５、６、７の内容について、同一の理事会で決議した場合、議事録は一部のみ提出 
すること。 
なお、定款で評議員会承認事項と定めている場合、評議員会の議事録も提出すること。 
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（参考） ５．の添付書類  設立準備委員会の活動経過 
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８．整備計画に関する意見書 〈例〉 
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９．防災拠点型地域交流スペースに関する意見書 〈例〉 
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１０．従来型整備に関する意見書 〈例〉 
 

従来型整備に関する意見書 
１ 整備計画の概要 

法 人 名 社会福祉法人 ○○○  
施 設 名 特別養護老人ホーム○○ 
計 画 地 ○○区○○町一丁目１２３番４ 
施 設 種 別  特別養護老人ホーム 
整 備 種 別  創設・増築・改築・改修の別を記入 
定 員 特養８０人（うちユニット型６０人・従来型２０人）併設ショート１０

人（ユニット型１０人） 
２ 地域における特別な事情  
下記の視点で記載してください。  ・施設における低所得者及び生活保護受給者の割合等  ・ユニット型に改築等した場合、退所せざるを得ない利用者の人数  ・土地形状又は地積により、ユニット型では定員を維持することが困難  ・ユニット型特養は、将来的にどの程度必要か（特養総定員に占める割合等） など  ※これらの状況を裏づけるデータをできる限り添付すること 
 

３ 従来型を認める合理的な理由 

下記の視点で記載してください。  ・多床室を整備したとしても、施設整備や運営方法の工夫により、プライバシー保護
やケアの質の確保がなされる予定か  ・今後の整備計画と整合性がとれるか                  など  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都知事 殿                           令和○○年○○月○○日                      ○○○区（市町村）長 △△△△△公 印 
 

 

初回ヒアリングまでに

提出すること。 

定員は、総定員とユニット

型・従来型定員を記載する 

特養整備はユニット型を基本とするが、地域における特別な事情があり、合理的な

理由がある場合は、この限りではないとしている。（施設整備基本指針（資料№１）より） 

従来型を整備する場合には、実証データとともに詳細な説明をすること。 

従来型からの改築等により多床室を整備する場合でも、できる限りユニット型の整備

を含めること。 
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（白 紙） 
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Ｂ 補助金の算出関係                             
１１．事業費・資金調達内訳等一覧表 
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法
人

名
：

自
己

資
金

合
計

充
当

可
能

自
己

資
金

9
9
6
,
7
1
5
,
0
0
0
円

≦
1
,
5
9
2
,
5
7
5
,
8
2
6
円

借
入

比
率

（
償

還
補

助
額

を
除

く
）

4
0
.
7
2
%

合
計

特
養

シ
ョ

ー
ト

防
災

拠
点

型

地
域

交
流

ス
ペ

ー
ス

認
知

デ
イ

そ
の

他

5
,
4
0
0
.
0
0
㎡

4
,
5
0
0
.
0
0
㎡

4
0
0
.
0
0
㎡

5
0
0
.
0
0
㎡

0
.
0
0
㎡

0
.
0
0
㎡

7
2
4
,
0
0
0
,
0
0
0

6
0
3
,
3
3
3
,
3
3
3

5
3
,
6
2
9
,
6
2
9

6
7
,
0
3
7
,
0
3
8

0
0

1
,
8
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
5
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
3
3
,
3
3
3
,
3
3
3

1
6
6
,
6
6
6
,
6
6
7

0
0

6
0
,
0
0
0
,
0
0
0

5
0
,
0
0
0
,
0
0
0

4
,
4
4
4
,
4
4
5

5
,
5
5
5
,
5
5
5

0
0

1
4
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
5
,
0
0
0
,
0
0
0

2
3
,
3
3
3
,
3
3
3

1
1
,
6
6
6
,
6
6
7

0
0

2
,
0
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
6
5
5
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
1
,
1
1
1
,
1
1
1

1
8
3
,
8
8
8
,
8
8
9

1
1
7
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
2
,
2
2
7
,
0
0
0

0
1
4
,
7
7
3
,
0
0
0

0
0

1
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

7
5
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
,
6
6
6
,
6
6
7

8
,
3
3
3
,
3
3
3

0
0

2
,
9
4
1
,
0
0
0
,
0
0
0

2
,
4
3
5
,
5
6
0
,
3
3
3

2
3
1
,
4
0
7
,
4
0
7

2
7
4
,
0
3
2
,
2
6
0

0
0

2
2
6
,
8
5
1
,
0
0
0

2
0
8
,
3
3
2
,
5
5
0

1
8
,
5
1
8
,
4
5
0

0
0

0
2
2
6
,
8
5
1
,
0
0
0

1
1
,
5
7
4
,
0
0
0

0
0

1
1
,
5
7
4
,
0
0
0

0
0

1
1
,
5
7
4
,
0
0
0

2
5
0
,
0
0
0
,
0
0
0

2
5
0
,
0
0
0
,
0
0
0

0
0

0
0

2
5
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

0
0

0
0

1
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

法
人

自
己

資
金

9
5
,
5
7
5
,
0
0
0

4
1
,
0
4
2
,
7
8
3

0
5
4
,
5
3
2
,
2
1
7

0
0

9
5
,
5
7
5
,
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0

寄
附

金
（

（
医

社
）

○
○

会
）

4
0
,
0
0
0
,
0
0
0

3
,
9
5
8
,
0
0
0

3
5
,
1
1
1
,
1
7
9

9
3
0
,
8
2
1

0
0

4
0
,
0
0
0
,
0
0
0

寄
附

金
（

（
医

社
）

○
○

会
）

0
0

0
0

0
0

0

計
1
3
5
,
5
7
5
,
0
0
0

4
5
,
0
0
0
,
7
8
3

3
5
,
1
1
1
,
1
7
9

5
5
,
4
6
3
,
0
3
8

0
0

0
1
3
5
,
5
7
5
,
0
0
0

7
2
4
,
0
0
0
,
0
0
0

6
0
3
,
3
3
3
,
3
3
3

5
3
,
6
2
9
,
6
2
9

6
7
,
0
3
7
,
0
3
8

0
0

0
7
2
4
,
0
0
0
,
0
0
0

8
5
5
,
0
0
0
,
0
0
0

8
2
8
,
0
0
0
,
0
0
0

2
7
,
0
0
0
,
0
0
0

0
0

0
3
5
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
2
0
5
,
0
0
0
,
0
0
0

1
9
1
,
2
5
0
,
0
0
0

1
9
1
,
2
5
0
,
0
0
0

0
0

0
0

0
1
9
1
,
2
5
0
,
0
0
0

3
6
0
,
0
0
0
,
0
0
0

3
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

0
6
0
,
0
0
0
,
0
0
0

0
0

1
,
5
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
8
6
0
,
0
0
0
,
0
0
0

3
4
,
6
1
0
,
0
0
0

2
,
1
5
0
,
0
0
0

0
3
2
,
4
6
0
,
0
0
0

0
0

0
3
4
,
6
1
0
,
0
0
0

法
人

自
己

資
金

4
9
9
,
1
4
0
,
0
0
0

2
7
3
,
6
0
0
,
0
0
0

1
3
4
,
1
1
1
,
1
1
1

9
1
,
4
2
8
,
8
8
9

0
0

1
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

5
9
9
,
1
4
0
,
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0

寄
附

金
（

（
医

社
）

○
○

会
）

6
0
,
0
0
0
,
0
0
0

6
0
,
0
0
0
,
0
0
0

0
0

0
0

6
0
,
0
0
0
,
0
0
0

計
5
5
9
,
1
4
0
,
0
0
0

3
3
3
,
6
0
0
,
0
0
0

1
3
4
,
1
1
1
,
1
1
1

9
1
,
4
2
8
,
8
8
9

0
0

1
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

6
5
9
,
1
4
0
,
0
0
0

2
,
0
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
6
5
5
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
1
,
1
1
1
,
1
1
1

1
8
3
,
8
8
8
,
8
8
9

0
0

1
,
9
5
0
,
0
0
0
,
0
0
0

3
,
9
5
0
,
0
0
0
,
0
0
0

法
人

自
己

資
金

1
1
7
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
2
,
2
2
7
,
0
0
0

0
1
4
,
7
7
3
,
0
0
0

0
0

5
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
7
,
0
0
0
,
0
0
0

寄
附

金
（

（
医

社
）

○
○

会
）

0
0

0
0

0
0

1
1
7
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
2
,
2
2
7
,
0
0
0

0
1
4
,
7
7
3
,
0
0
0

0
0

5
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
7
,
0
0
0
,
0
0
0

法
人

自
己

資
金

5
5
,
0
0
0
,
0
0
0

5
5
,
0
0
0
,
0
0
0

0
0

0
8
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
3
5
,
0
0
0
,
0
0
0

寄
附

金
（

（
医

社
）

○
○

会
）

4
5
,
0
0
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
,
6
6
6
,
6
6
7

8
,
3
3
3
,
3
3
3

0
0

0
4
5
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

7
5
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
,
6
6
6
,
6
6
7

8
,
3
3
3
,
3
3
3

0
0

8
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
8
0
,
0
0
0
,
0
0
0

2
,
9
4
1
,
0
0
0
,
0
0
0

2
,
4
3
5
,
5
6
0
,
3
3
3

2
3
1
,
4
0
7
,
4
0
7

2
7
4
,
0
3
2
,
2
6
0

0
0

2
,
0
8
0
,
0
0
0
,
0
0
0

5
,
0
2
1
,
0
0
0
,
0
0
0

東
京

都
補

助
金

1
,
0
8
1
,
8
5
1
,
0
0
0

1
,
0
3
6
,
3
3
2
,
5
5
0

4
5
,
5
1
8
,
4
5
0

0
0

0
3
5
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
4
3
1
,
8
5
1
,
0
0
0

区
市

町
村

補
助

金
2
0
2
,
8
2
4
,
0
0
0

1
9
1
,
2
5
0
,
0
0
0

0
1
1
,
5
7
4
,
0
0
0

0
0

0
2
0
2
,
8
2
4
,
0
0
0

補
助

金
計

1
,
2
8
4
,
6
7
5
,
0
0
0

1
,
2
2
7
,
5
8
2
,
5
5
0

4
5
,
5
1
8
,
4
5
0

1
1
,
5
7
4
,
0
0
0

0
0

3
5
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
6
3
4
,
6
7
5
,
0
0
0

法
人

自
己

資
金

7
6
6
,
7
1
5
,
0
0
0

4
7
1
,
8
6
9
,
7
8
3

1
3
4
,
1
1
1
,
1
1
1

1
6
0
,
7
3
4
,
1
0
6

0
0

2
3
0
,
0
0
0
,
0
0
0

9
9
6
,
7
1
5
,
0
0
0

0
0

寄
附

金
計

1
4
5
,
0
0
0
,
0
0
0

8
3
,
9
5
8
,
0
0
0

5
1
,
7
7
7
,
8
4
6

9
,
2
6
4
,
1
5
4

0
0

0
1
4
5
,
0
0
0
,
0
0
0

自
己

資
金

計
9
1
1
,
7
1
5
,
0
0
0

5
5
5
,
8
2
7
,
7
8
3

1
8
5
,
8
8
8
,
9
5
7

1
6
9
,
9
9
8
,
2
6
0

0
0

2
3
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
1
4
1
,
7
1
5
,
0
0
0

福
祉

医
療

機
構

借
入

金
6
1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

5
5
0
,
0
0
0
,
0
0
0

0
6
0
,
0
0
0
,
0
0
0

0
0

1
,
5
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

2
,
1
1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

協
調

融
資

1
3
4
,
6
1
0
,
0
0
0

1
0
2
,
1
5
0
,
0
0
0

0
3
2
,
4
6
0
,
0
0
0

0
0

0
1
3
4
,
6
1
0
,
0
0
0

借
入

金
計

（
Ａ

）
7
4
4
,
6
1
0
,
0
0
0

6
5
2
,
1
5
0
,
0
0
0

0
9
2
,
4
6
0
,
0
0
0

0
0

1
,
5
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

2
,
2
4
4
,
6
1
0
,
0
0
0

償
還

補
助

額
（

Ｂ
）

0
2
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

2
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

2
,
9
4
1
,
0
0
0
,
0
0
0

2
,
0
8
0
,
0
0
0
,
0
0
0

5
,
0
2
1
,
0
0
0
,
0
0
0

2
5
.
3
2
%

6
2
.
5
0
%

4
0
.
7
2
%

１ 　 事 業 費

福
祉

医
療

機
構

借
入

金

補
助

金
内

訳

（
再

掲
）

自
己

資
金

内
訳

（
再

掲
）

借
入

金
内

訳

（
再

掲
）

再 掲

運
転

資
金

自
己

資
金

整
備

費

小
　

　
　

計

用
地

費

自
己

資
金

法
人

事
務

費

合
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計

備
品

整
備

費

他
の

整
備

計
画

全
事

業
の

合
計

(
本

計
画

＋
他

の
整

備
計

画
）

区
市

町
村

補
助

金

小
　

　
　

計

小
　

　
　

計

東
京
都
補
助
金
(
定
借
補
助
)

協
調

融
資

協
調

融
資

区
市

町
村

補
助

金
（

定
借

補
助

）

（
福

）
○

○
会

延
床

面
積

２ 　 資 金 調 達 内 訳

工
事

事
務

費

工
事

請
負

費

計

自
己

資
金

東
京

都
補

助
金

運
転

資
金

用
地

費
（

定
期

借
地

一
時

金
）

事
業

費
・

資
金

調
達

内
訳

等
一

覧
表

借
入
比
率
（
Ｄ
＝
（
Ａ
－
Ｂ
）
／
Ｃ
）

資
金

総
額

（
＝

事
業

費
合

計
額

）
（

Ｃ
）

（
仮

称
）

○
○

○
園

施
設

名
：

福
祉

医
療

機
構

借
入

金

合
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計

法
人
事
務
費

小
　

　
　

計

自
己

資
金

注
４

注
８

注
１

注
２

注
３

注
５

注
６

・
７

注
９

注
1
0

注
1
1

注
１

２
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１２．法人事務費内訳 
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１３．充当可能自己資金算出表 
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１４．資金収支見込計算書 【積算根拠(１)収入】 
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１４．資金収支見込計算書 【積算根拠(１)収入 開設１年目分】 
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１４．資金収支見込計算書 【積算根拠(１)収入 令和 10年度まで】 
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１４．資金収支見込計算書 【積算根拠(１)収入 併設事業】 
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１５．面積・事業費按分表 

○提出時、セルのコメントを非表示にし、Ａ３横で提出すること。

○色付きのセルに必要事項を入力すること。

１　工事費費目別内訳 （単位：円）

A　金額 B　諸経費

1,364,295,426 86,905,619 145,120,104 1,596,321,149

0 0 0

0 0 0

1,364,295,426 86,905,619 145,120,104 1,596,321,149

174,074,074 11,088,518 18,516,259 203,678,851

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

174,074,074 11,088,518 18,516,259 203,678,851

1,538,369,500 97,994,137 163,636,363 1,800,000,000

諸経費率（B/A） 6.37%

５　面積・事業費按分表

色付きセルは、端数調整を行っています。入力した数値に合わせて、適宜削除、追記してください。

全体　　　１００％

特養 ショート
防災拠点型地域交流ス

ペース 小計 認知デイ その他

本 体 ㎡ 4,000.00㎡ 500.00㎡ 400.00㎡ 4,900.00㎡ 500.00㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 5,400.00㎡

（参考）％ 74.07% 9.26% 7.41% 90.74% 9.26% 0.00% 0.00% 100.00%

1,182,460,110 147,807,514 118,246,011 1,448,513,635 147,807,514 0 0 1,596,321,149

150,873,223 18,859,153 15,087,322 184,819,698 18,859,153 0 0 203,678,851

1,333,333,333 166,666,667 133,333,333 1,633,333,333 166,666,667 0 0 1,800,000,000

全体　　　１００％

7,407,407 925,926 740,741 9,074,074 925,926 0 0 10,000,000

37,037,037 4,629,630 3,703,704 45,370,371 4,629,629 0 0 50,000,000

44,444,444 5,555,556 4,444,445 54,444,445 5,555,555 0 0 60,000,000

色の付いたセルに工事請負契約書（見積書）の内訳書から、諸経費及び消費税が含
まれていない金額を転記する。

区分
C　消費税

（（Ａ＋B）×10％）
D　合計

（Ａ＋B＋C）
備考

対
象
工
事
費

直接工事費・共通仮設費

解体撤去工事費

仮設建物工事費

計

対
象
外
工
事
費

緑化・外構工事

解体撤去工事費

仮設建物工事費

汚染土壌除去費

計

総　　 合 　　計

補助対象工事費

補助対象外工事費

計
補助対象外事業

合計

工事費

区分
補助対象事業

工事事務費

補助対象事務費

補助対象外事務費

面 積

合計

面積按分した結果を事業費資金調達一覧表に転記する。

面積按分した結果を事業費資金調達一覧表に転記する。

97,994,137×(1.364,295,426÷1,538,369,500）

＝86,905,619(四捨五入)

※四捨五入した結果、総合計と1円ズレが生じた場合は、対象外工事費

に±１円して調整する。

増改築の場合であって、補助が

認められたものに限る

増改築の場合であって、補助が

認められたものに限る

D欄で算出された金額を、「５　面

積・事業費按分表」の100％事業費

の計欄(右端1列)に転記する。

端数調整１　按分した結果　203,678,851÷5,400㎡×500㎡＝18,859,152

補助対象184,819,698+補助対象外18,859,152≠全体203,678,851

となった時は、補助対象外の事業を±１円して調整する。
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記 載 例

法人名：

２　年度別出来高

1年目 25%

2年目 75%

3年目

３　事業別延床面積

4,000.00㎡

500.00㎡

400.00㎡

500.00㎡ （単位：円）

5,400.00㎡

（単位：円）

1年目 25% 2年目 75%

特養 ショート
防災拠点型地域

交流スペース 小計 特養 ショート
防災拠点型地域

交流スペース 小計

4,000.00㎡ 500.00㎡ 400.00㎡ 4,900.00㎡ 4,000.00㎡ 500.00㎡ 400.00㎡ 4,900.00㎡

74.07% 9.26% 7.41% 90.74% 74.07% 9.26% 7.41% 90.74%

295,615,028 36,951,879 29,561,503 362,128,410 886,845,082 110,855,635 88,684,508 1,086,385,225

37,718,306 4,714,788 3,771,831 46,204,925 113,154,917 14,144,365 11,315,491 138,614,773

333,333,334 41,666,667 33,333,334 408,333,335 999,999,999 125,000,000 99,999,999 1,224,999,998

1年目 25% 2年目 75%

1,851,852 231,482 185,185 2,268,519 5,555,555 694,444 555,556 6,805,555

9,259,259 1,157,408 925,926 11,342,593 27,777,778 3,472,222 2,777,778 34,027,778

11,111,111 1,388,890 1,111,111 13,611,112 33,333,333 4,166,666 3,333,334 40,833,333

補助対象事務費
補助対象工事費

×2.6%
補助対象事務費

補助対象工事費

×2.6%

2,268,519 ≦9,415,338 6,805,555 ≦28,246,015

（福）○○会

工事事務費の補助対象は内示以降の契約（業
務）であり、内示前に行う基本設計等の業務に
ついては補助対象とならないので、別契約とす
ること。

特養

ショート

防災拠点型地域交流スペース

補助対象事務費 10,000,000

補助対象外事務費 50,000,000

認知デイ

面積合計

1年目 2年目

４　工事事務費について　

工事事務費は、補助対象工
事費の２．６％を上限と
し、補助する→

工事事務費は、補助対象工
事費の２．６％を上限と
し、補助する→

補助対象事業 補助対象事業

事業毎の床面積が大き

い順に記載すること。
記載しきれない事業は、「その他」

扱いとし、一括で合計する。

全体事業費は、工事費目別

内訳から転記。

該当項目100％事業費×年度出来高

1,182,460,110×25％＝295,615,028（四捨五入）

補助金算出表③へ転記
端数調整２　（1年目）29,561,503+（2年目）88,684,508≠（100％）

の時は、最終年度事業を±１円して調整する。
補助金算出表①へ転記

補助金算出表②へ転記

補助金算出表④へ転記
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１６．補助金算出表（整備費算出表） 
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１７．補助金算出表（定借補助算出表） 

 

 

 

 

 

【定期借地権の一時金に対する補助額の算出】 法人名：

※色付きのセルのみ入力

1　契約期間の賃料総額

2　一時金のうち、前払い賃料としての性格を有するもの

3　一時金のうち、前払い賃料としての性格を有さないもの
　　（例）保証金・権利金等

4　対象地積の算出

C 小数点第3位切捨

５　補助対象の実支出額（前払い相当総額のうち補助対象の地積分）

６　補助基準額

※上限は１０億

７　補助額

DとEの少ない額 Fの千円未満切捨

C

185.19㎡

2,000.00㎡

A

B

端数切捨

円

÷ 2,000.00㎡

226,851,000円

補助額

G＝Ｆ×10/10

対　象　地

2,000.00

1/2 =

補助対象の実支出額

624,000,000円 ×

× 1,814.81㎡

（補正後）路線価 補助対象の地積 補助基準額

566,220,720円 226,851,250円 226,851,250円

D E F

E

× 226,851,250円

補助基準額 選定額

250,000円/㎡

合計 5,400.00㎡

=

補助対象の地積 地積合計 補助対象の実支出額

566,220,720円1,814.81㎡

936,000,000

624,000,000

1,814.81㎡

地積

補助対象事業

A C B D=A*C/B

本契約の前払い相当額

円

施設種別 建物延床面積

補助対象外事業

特別養護老人ホーム、併設ショー
トステイ、地域交流スペース（防災
拠点型地域交流スペースを含む）

4,900.00㎡

補助率

その他事業計 500.00㎡

（福）○○会

円

所在地地番
（区市町村から記入）

東京都××区××１２３番４ 地積合計 ㎡

100,000,000

10/10補助（都直接補助分）

※「72　売買（賃貸借）価格の根拠資料」＞
土地及び土地の上に存する権利の評価明細
書により算出された自用地1平方メートル当
たりの価額を記載すること。

区市町村経由間接補助分
を含めること。

※プルダウンで「1/2」、「2/3」、「3/4」
から選択する
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１７．補助金算出表（定借補助算出表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定期借地権の一時金に対する補助額の算出】 法人名：

※色付きのセルのみ入力

1　契約期間の賃料総額

2　一時金のうち、前払い賃料としての性格を有するもの

3　一時金のうち、前払い賃料としての性格を有さないもの
　　（例）保証金・権利金等

4　対象地積の算出

C 小数点第3位切捨

５　補助対象の実支出額（前払い相当総額のうち補助対象の地積分）

６　補助基準額

※上限は１０億

７　補助額

DとEの少ない額 Fの千円未満切捨

11,573,000円

250,000円/㎡

57,776,160円 23,147,500円 23,147,500円

補助対象の実支出額 補助基準額 選定額 補助額
D E F G＝Ｆ×1/2

× 185.18㎡ × 1/2 =

57,776,160円

端数切捨

23,147,500円

（補正後）路線価 補助対象の地積 補助基準額

C E

A C B D=A*C/B

624,000,000円 × 185.18㎡ ÷ 2,000.00㎡ =

本契約の前払い相当額 補助対象の地積 地積合計 補助対象の実支出額

補助対象外事業 その他事業計 4,900.00㎡ 1,814.82㎡

合計 5,400.00㎡ 2,000.00㎡

B

施設種別 建物延床面積 地積

補助対象事業 認知症対応型通所介護 500.00㎡ 185.18㎡

100,000,000 円

対　象　地
所在地地番

（区市町村から記入）
東京都××区××１２３番４ 地積合計 2,000.00 ㎡

（福）○○会

936,000,000 円

624,000,000 円 A

1/2補助（区市町村経由間接補助分）

※「72　売買（賃貸借）価格の根拠資料」＞土地

及び土地の上に存する権利の評価明細書によ

り算出された自用地1平方メートル当たりの価額

を記載すること。

都直接補助対象分を

含めること。
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１８．資金収支見込計算書 【積算根拠(２)人件費】 

 

 資金収支見込計算書・積算根拠（人件費）

法人名：

（単位：千円）

常　勤(名)A

非常勤(名)A 常勤換算(名)

   計 （名)A B C D E=(B+C)*12+D F=E×A

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

年間給与総額 法定福利費 人件費総額

F G H=F+G

0 0

0 0

0 0 0

※調理業務を委託する場合には、調理員等の欄は記入せず、委託費は事業費に計上すること。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000560215.pdf

合計

常勤職員

非常勤職員

合計

その他給与に関する特記事項等

看護職員

栄養士

機能訓練

指導員

介護支援

専門員

調理員等

医師

職種別

年間給与額 備考

施設長

事務員

生活相談

員

介護職員

※看護・介護職員１人当たり利用者数：平均１.７人（平成29年）（厚生労働省　社会保障審議会介護保険部会資料より）を踏まえて、適切な人

員体制を確保すること。

※同一建物内にユニット型と従来型の両方の施設がある場合は、介護職員及び介護職員と同様にケアを行う看護職員、生活相談員は、両方の施設

に兼務することができないので、留意すること。

　　施設・事業種別： 特養・ショート

職　種

一人あたり

月額基本給

一人あたり

月額諸手当

一人あたり

年間賞与

一人あたり

年間給与
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１８．資金収支見込計算書 【積算根拠(２)人件費 添付資料：ローテーション表】 
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２０．資金収支見込計算書 【積算根拠(４)借地を活用した特養設置支援事業補助金】 
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２１．資金収支見込計算書(総括表)  
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（注14）「減価償却資産耐用年数①」は、以下の表を参考とすること。

4mm超 29

3mm超4mm以下 24

3mm以下 17

※「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）」から、種類「建物」かつ細目

　「病院用のもの」を抜粋。

※財産処分制限年数とは異なる。

（注15）「施設整備費②」は、「11 事業費・資金調達内訳等一覧表」の、「特養ショート」と

「防災拠点型地域交流スペース」の工事請負費の合計と一致させること。

（注16）「大規模修繕費用割合(b)」は、30％とすること。

（平成29年1月24日付社援基発0124第1号「『社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準』

　に基づく別に定める単価等について」）

（注17）「特養大規模改修補助金(d)」は、大規模修繕費用(c)の1/2の金額（ただし、上限

50,000千円）とすること。

構造 年数（年）

鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 39

れんが造、石造又はブロック造のもの 36

金属造のもの
骨格材の

肉厚

木造・合成樹脂造のもの 17

木骨モルタル造のもの 15
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２１．資金収支見込計算書(総括表)【様式①】 
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２１．資金収支見込計算書(総括表)【様式②】 
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Ｃ 建物図面・設置基準等                            

 

２２．案内図・住宅地図 

 (1) 最寄駅からの経路がわかる住宅地図等。 

 (2) 最寄駅と計画地までの経路に太線でマーキングすること。 

 (3) 最寄駅からの交通手段（バス、タクシー、徒歩等）と所要時間を記載すること。 

    例  ○○線 △△駅より バス××前下車 徒歩●●分  又は 

□□線 ★★駅より タクシー☆☆分 

(4) 住宅地図は、計画地を中心として周辺状況が分かるものにすること。 

 

 

２３．建物配置図 

(1) 平面図とは別に作成すること。 

(2) 敷地境界線、接道状況、駐車場等の建物以外の施設についても明記すること。 

 

 

２４．各階平面図 

 (1) 図面上には全ての部屋等の面積（共同生活室・居室は、有効面積についてもカッコ

書きで記入）や廊下・バルコニーの幅を記入し、面積についてはどこまでをその用途

でみているか、分かるようにすること。 

 (2) 図面上に手すりを設置する位置を図示すること（別紙可）。 

 (3) 窓先空地の位置を図示すること。 

 (4) 下表の施設区分に従って色分けし、専用・共用等が分かるように表示すること。 

 図面上の色分けによる面積と室別面積表の面積が対応すること。 

 また、カラー版とは別に白黒版についても提出すること。 

 

特

養 

ユニット部分 緑色 ケアハウス 青色 その他施設 適宜 

ユニット部分以

外 

黄色 ショートステイ（併

設） 

桃色 

養護老人ホーム 赤色 共用部分 無色 

  ※この表を各階平面図にも明記すること。 

  ※基本的に２００分の１以上の図面とすること。 

  ※玄関と居室の詳細図面（展開図）を別途作成し、車椅子動線の確保状況を図示する

こと。従来型を整備する場合、居室詳細図はユニット型と従来型多床室について、

それぞれ作成して提出すること。 
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２６．補助審査基準表 

(1) 「特別養護老人ホーム等施設整備費補助審査基準」を使用すること。 

審査基準 

・特別養護老人ホーム等施設整備費補助審査基準 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/shisetu/tokuyou/kijun-youryou.html 

 

※直近３か年の決算書にて、３期連続してサービス活動増減差額が赤字の場合は、補助

協議の申請が不可となります。 

※サービス活動増減差額に赤字の年度がある場合は、当該年度の赤字理由と黒字化へ向

けた改善状況について記載し、提出すること（様式任意） 

 

以下の施設整備基準については補助協議を行う施設種別に応じ提出すること。 

・特別養護老人ホーム及び併設ショート（ユニット型）施整備費補助審査基準 

・特別養護老人ホーム及び併設ショート（従来型）施整備費補助審査基準 

・養護老人ホーム施設整備費補助審査基準 

・介護専用型ケアハウス施設整備費補助審査基準 

・防災拠点型地域交流スペース補助審査基準 

 

(2) 「現状」欄に必要事項を記入し、適・否はいずれかに○印つけること。 

 

 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/shisetu/tokuyou/kijun-youryou.html
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２７．建設設計図面上での考え方 
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２８．有効居室面積表 

 

区分 Ｘ（ｃｍ） Ｙ（cm） 面積（㎡）

Ａ 290.9 × 290.8 8.459

Ｂ 200.0 × 100.6 2.012

Ｃ 135.8 × 230.2 3.126

Ｄ 265.0 × 25.0 0.662

合計 14.259 ≧10.65

＊面積は内法面積であること。
   居室面積（基準）10.65㎡（収納、洗面所含む。トイレ除く。）

有効居室面積表（ユニット型特別養護老人ホーム）

作成例

居室タイプが異な
る場合、全ての居
室タイプについて
作成すること。

他に、共用トイレや脱衣室・浴室についても詳細図を作成し、車椅子やストレッ
チャー（機械浴）の動線等を表示すること。

浴室については浴槽の種類が分かるように表示すること。（あればカタログを添付
する。）

洗面

トイレ

A

B

C

DS

D

2
,9
0
8

2,000

2,909

1,358

2,010
窓

Y１

Y２

X１ X２

6
,5
5
0

2
,3
0
2

1
,0
0
6

2
5
0

単位（㎜）

3,000

2,650
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２９．室別面積表(事業別) 

  

 

室別面積表（事業別） (全　　　体）

(単位：室／㎡）

室 面積 室 面積 室 面積 室 面積 室 面積 室 面積 室 面積

事務室

栄養士室

休憩室

浴室等

便所

食品倉庫

給食用物品倉庫

廊下・ホール

4,000.00 500.00 400.00 4,900.00 500.00 5,400.00

3,548.57 443.57 400.00 4,392.14 443.57 4,835.71

451.43 56.43 0.00 507.86 56.43 564.29（再掲）共用面積計

（再掲）専用面積計

職員便所

介護材料室

機械室

管

　

　

　

理

会議室

介護職員室

宿直室

階段・エレベーター

（小計２）

洗濯室

地域交流スペース

配膳室

娯楽室

集会室

作業室

看護師室

静養室

小計

共同生活室

（小計１）

四人部屋

室　　名

三人部屋

計

物品倉庫

（小計４）

特別養護老人ホーム ショートステイ
防災拠点型

地域交流スペース

医務室

調

理

専

門

便所

合　　　計

リネン庫

機能訓練指導員休憩室

ボランティア室

ヘルパーステーション

汚物処理室

職員食堂

そ

の

他
（小計６）

部

門

機能訓練室

居

室

利

用

者

共

用

医

療

・

リ

ハ

ビ

リ

準

個

人

的

ス

ペ

ー

ス

調理室

機械浴室

個室

二人部屋

認知デイ

一般浴室

（小計５）

介助浴室

事務室

面接室（相談室）

食堂

脱衣室

霊安室

（小計３）

（注１）

面積は芯々で記入すること

（注２）

室別面積表に記載する面積は、ピロティー、庇の下等の面積を含

めないこと
（結果として、建築確認上の延床面積とは異なることもある）

（注３）

「準個人的スペース」欄は、ユニット内で個室の外にあって、少数の

入居者が利用する空間の面積を記入すること
（例）共同生活室

（注４）
増築の場合、「現況」・「増築後」・「増築分」の３部作成すること

記

載

例

省

略

（１）「（再掲）専用面積計」と「（再掲）共用面積計」の合計が、「合計」
欄と一致すること

（２）「（再掲）専用面積計」欄は、「30 共用面積算出表」の「専用」欄と
一致すること

（３）「（再掲）共用面積計」欄は、「30 共用面積算出表」の「共用」欄と
一致すること

（４）「合計」欄は、「15 面積・事業費按分表」の「面積」欄と一致するこ
と

（５）３欄（「合計」「（再掲）専用面積計」「（再掲）共用面積計」）が、室
別面積表（階層別）の計と全て一致すること

記載例（事業別）と（階層別）の２種類作成すること



44 

２９．室別面積表(階層別) 

 

室別面積表（階層別） (特　　　養）

(単位：室／㎡）

室 面積 室 面積 室 面積 室 面積 室 面積 室 面積 室 面積

事務室

栄養士室

休憩室

浴室等

便所

食品倉庫

給食用物品倉庫

廊下・ホール

4,000.00

3,548.57

451.43

６　階５　階

（小計３）

静養室

霊安室

食堂

配膳室

４　階 

共同生活室

室　　名

個室

階段・エレベーター

看護師室

便所

脱衣室

調

理

専

門

洗濯室

機械浴室

一般浴室

介助浴室

四人部屋

面接室（相談室）

地域交流スペース

そ

の

他
（小計６）

（小計５）

管

　

　

　

理

部

門

機能訓練室

居

室

利

用

者

共

用

医

療

・

リ

ハ

ビ

リ

準

個

人

的

ス

ペ

ー

ス

二人部屋

三人部屋

（小計１）

計

物品倉庫

（小計４）

１　階 ２　階 ３　階 

（小計２）

娯楽室

集会室

作業室

（再掲）共用面積計

（再掲）専用面積計

職員便所

会議室

介護職員室

合　　　計

宿直室

職員食堂

介護材料室

機械室

リネン庫

機能訓練指導員休憩室

ボランティア室

ヘルパーステーション

汚物処理室

調理室

医務室

事務室

事業ごとに作成すること。
（例）特養、ショート、防災拠点型地域交流
スペース、認知デイを整備する場合

以下の５枚作成する必要がある
①特養
②ショート
③防災拠点型地域交流スペース

④認知デイ
⑤全体

この３欄（「合計」「（再掲）専用面積計」「（再
掲）共用面積計」）が、室別面積表（事業別）
の各事業計と一致すること

※前頁記載例によると、特養の場合、この３
欄がそれぞれ、以下の面積になる

合計 ４，０００．００㎡
専用面積計 ３，５４８．５７㎡
共用面積計 ４５１．４３㎡

（注１）

面積は芯々で記入すること

（注２）

室別面積表に記載する面積は、ピロティー、庇の下等の面積を含めな

いこと
（結果として、建築確認上の延床面積とは異なることもある）

（注３）

「準個人的スペース」欄は、ユニット内で個室の外にあって、少数の入

居者が利用する空間の面積を記入すること
（例）共同生活室

（注４）
増築の場合、「現況」・「増築後」・「増築分」の３部作成すること
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３０．共用面積算出表 

共用面積算出表

特養 ショート
防災拠点型

地域交流スペース
小計 認知デイ 合計

3,548.57 443.57 3.00 3,995.14 443.57 4,438.71

451.43 56.43 507.86 56.43 564.29

177.78 22.22 200.00 200.00

80.00 10.00 90.00 10.00 100.00

8.00 1.00 9.00 1.00 10.00

26.67 3.33 30.00 30.00

8.89 1.11 10.00 10.00

13.33 1.67 15.00 15.00

16.00 2.00 18.00 2.00 20.00

13.33 1.67 15.00 15.00

13.33 1.67 15.00 15.00

40.00 5.00 45.00 5.00 50.00

8.00 1.00 9.00 1.00 10.00

32.00 4.00 36.00 4.00 40.00

栄養士室

休憩室

便所

食品倉庫

79.95 9.99 89.94 9.99 100.00

4,000.00 500.00 400.00 4,900.00 500.00 5,400.00

看護師室

機械室

面接室（相談室）

職員食堂

汚物処理室

宿直室

職員便所

ボランティア室

物品倉庫

脱衣室

共同生活室

調

理

専

門

機械浴室

医務室

調理室

洗濯室

便所

会議室

事務室

合計

区　　分

共　　用

専　　用

内

　

　

訳

廊下・ホール

階段・エレベーター

介護材料室

配膳室

リネン庫

【手順①】各事業別の専用面積を記入する。
（「室別面積表（事業別）」の「（再掲）専用面積計」

欄と一致する）

１ ２ ３

A

B

ア

イ

【手順②】共用になる面積を合計欄に入力し、各事業の専用面積で按分する。

共同生活室（特養とショートで共用）
→ 特養部分Ⓐの算出方法＝ （共同生活室 共用計㋐） × ① ／ （①＋②）

調理室（特養・ショート・認知デイで共用）
→特養部分Ⓑの算出方法 ＝ （調理室共用計㋑） × ① ／ （①＋②＋③）

※特養以外の部分も同様の方法で算出する。

按分計算は少数点第３位を四捨五入する。各内訳の合計欄と各按分面積の
合計が一致しない場合は、按分面積のなかで端数調整すること。
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Ｄ 建設自己資金・寄附金の証明書類                  

３１．区市町村等からの補助見込書 
                         ○ ○ ○ ○ 

                          令和  年  月  日 

 

    社会福祉法人  ○○○ 会 

     理 事 長  ○ ○ ○ ○  殿 

     （設立代表者） 

                    東京都○○区（市町村）長   印  

補 助 見 込 書 

 

社会福祉法人○○会の特別養護老人ホーム建設に際し、「○○条例」及び「○○助成

要綱」に基づき○○資金として、下記のとおり補助を実施する。 

 

記 

 

  １ 特別養護老人ホームの施設整備費 

    金 ○○○○○○円 

    ただし、○○年度 ○○○○円、○○年度 ○○○○円 

    （○○年度から○○年度において、各年度○○○○円） 

 

  ２ 認知症対応型通所介護事業所の施設整備費 

    金 ○○○○○○円 

    ただし、○○年度 ○○○○円、○○年度 ○○○○円 

    （○○年度から○○年度において、各年度○○○○円） 

    
区市町村等から施設整備費等の補助

見込がある場合、提出すること。 
（注１） 補助等に関する根拠規定（条例、規則、要綱等）を添付すること。 
（注２） 協議書の提出時点で、区市町村長名の文書が提出できない場合は、所管部長

名の文書で構わないが、協議書確定時までには、区市町村長名での見込書を

提出すること。 
（注３） 原本ではなく、写しを提出すること。 
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３２．令和元年度～令和３年度の決算書 

  既存施設の運営資金として、年間事業費の１２分の１以上を確保していること。 

 

※サービス活動増減差額に赤字の年度がある場合は、当該年度の赤字理由と黒字化へ

向けた改善状況について記載し、提出すること（様式任意） 

 

３３．預金残高証明書 
(1) 本計画への充当額を有する口座の原本を提出すること（コピー不可）。 

(2) 令和元年～令和４年（第３回は令和２年～令和５年。詳細は、P.49「残高証明書

一覧表」内 下段「提出資料」参照。）の指定日付で、同一口座のものを提出する

こと。 
  (3) ４か年分の残高証明書と、それらの金額を口座別に一覧表にまとめたものを添付

すること。 

(一覧表は、P.49「残高証明書一覧表」参照) 

 

３４．通帳（写） 
(1) 本計画に使用する予定の資金が入金されている通帳について写しを提出すること。 

(2) 通帳の写しは令和元年～令和４年（第３回は令和２年～令和５年。詳細は、P.49

「残高証明書一覧表」内 下段「提出資料」参照。）の指定期間の取引が記帳された

ページすべて及び表紙等（金融機関名、口座名、口座番号が分かるもの）を提出す

ること。 

(3) 協議書のヒアリング時には指定期間の通帳の原本確認を行うので、本計画への充

当額を有する口座の当該期間の通帳原本をすべて持参すること。 

(4) 建設のための財源と確認された自己資金については、補助金交付後に実施する収

入と施工会社等への支払の確認のため、最終ヒアリング時までに新施設用の口座に

まとめ、当該預金口座からの入出金を履行時まで行わないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
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３５．寄付者一覧 
法人名　：　

寄附者名
及び

寄附団体名
職業

法人
（理事長等）
との関係

寄附金額

寄 附 者 一 覧

財源（具体的に）
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３６．贈与契約書（写）【既存法人】  
贈 与 契 約 書 

 

  ○○○○（以下「甲」という。）と社会福祉法人×××会（以下「乙」という。）は、

次のとおり贈与契約を締結した。 

 

第１条 甲は、乙が計画している特別養護老人ホーム（仮称）☆☆☆☆園整備計画につい

て、金▼▼▼▼▼▼▼円を乙に贈与することを約し、乙はこれを承諾した。 

 

第２条 甲は、前条による贈与を東京都老人福祉施設整備費補助金の内示後１週間以内に

行うものとする。 

 

第３条 甲は、当該事業にかかる総経費が減額され又は補助金等が増額された場合であっ

ても第１条にかかる贈与を履行しなければならない。 

 

第４条 東京都老人福祉施設整備費補助金の内示が得られないときは、この契約を無効と

し、これにより損害が発生した場合、甲は、損害の賠償を請求することができない。 

 

第５条 甲及び乙は、平成 19年２月 15日付社援基発第 0215002号「社会福祉施設等施設

整備費に係る契約の相手方等からの寄付金等の取扱いについて」を遵守することと

する。 

 

第６条 この契約に定めていない事項については、甲、乙は誠意をもって協議のうえ決定

するものとする。 

 

   上記契約を証するため、同文２通を作成し、甲、乙署名捺印のうえ 

  各１通を所持する。 

 

  令和  年  月  日 

 

     甲  住所 

        氏名    ○○ ○○           実印 

 

     乙  住所 

        社会福祉法人×××会 理事長×× ××   実印 
 

 

   理事長個人からの寄附の場

合、職務代理者との契約とする

こと。 
作成例（既存法人） 

原則 
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３６．贈与契約書（写）【新設法人】                                     （注１) 

贈 与 契 約 書 

 

  ○○○○（以下「甲」という。）と社会福祉法人○○○会設立代表者○○○○（以下「乙」

という。）は、次のとおり贈与契約を締結した。 

 

第１条 甲は、乙の○○資金として金○○○○○○円、資産として別記目録記載の財産金

○○○○○○円を乙に贈与することを約し、乙はこれを承諾した。 

 

第２条 甲は、前条による贈与を令和○○年○○月○○日までに行わなければならない。 

 

第３条 社会福祉法人○○○会の設立の認可が得られず、これにより損害が発生した場合、

甲は、損害の賠償を請求することができない。 

 

第４条 甲及び乙は、平成 19年２月 15日付社援基発第 0215002号「社会福祉施設等施設

整備費に係る契約の相手方等からの寄付金等の取扱いについて」を遵守することと

する。 

 

第５条 この契約に定めていない事項については、甲、乙は誠意をもって協議のうえ決定

するものとする。 

 

   上記契約を証するため、同文２通を作成し、甲、乙署名捺印のうえ 

  各１通を所持する。 

 

  令和  年  月  日（注２） 

 

     甲  住所 

        氏名          実印 

 

     乙  住所 

        社会福祉法人○○○会設立代表者（注３） 

氏名         実印 

 

注１ 法人設立認可申請書には契約書原本の写しを添付し、契約書の原本は関係者がそれぞれ保管する。 

注２ 設立決議により設立代表者に権限を委任した日以降で、法人設立認可申請をする日以前の日付とす

ること。 

注３ 設立代表者が贈与する場合は、代理人を選任すること（設立代表者代理人と表記）。 

注４ 別記目録を作成する場合は、贈与契約書との間に割印を押印すること。 

注５ 第１条の例：乙の法人事務費として○○円…など。 

注６ 法人設立代表者への寄附に関する税制上の取扱いについては、税務署に問い合わせること。 

注７ 指定寄附にて行う場合は、別途相談すること。 

法人設立前財産贈与契約書例 
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３６．贈与契約書（写）【新設法人】 

                                          （注１） 

贈 与 契 約 書 

 

  ○○○○（以下「甲」という。）と社会福祉法人○○○会設立代表者○○○○（以下「乙」

という。）は、次のとおり贈与契約を締結した。 

 

第１条 甲は、社会福祉法人○○○会の設立が認可されたときは、同法人の○○資金とし

て金○○○○○○円、資産として別記目録記載の財産金○○○○○○円を同法人に

贈与することを約し、乙はこれを承諾した。 

 

第２条 甲は、前条による贈与を同法人設立後１週間以内に行わなければならない。 

 

第３条 社会福祉法人○○○会の設立の認可が得られないときは、この契約を無効とし、

これにより損害が発生した場合、甲は、損害の賠償を請求することができない。 

 

第４条 甲及び乙は、平成 19年２月 15日付社援基発第 0215002号「社会福祉施設等施設

整備費に係る契約の相手方等からの寄付金等の取扱いについて」を遵守することと

する。 

 

第５条 この契約に定めていない事項については、甲、乙は誠意をもって協議のうえ決定

するものとする。 

 

   上記契約を証するため、同文２通を作成し、甲、乙署名捺印のうえ 

  各１通を所持する。 

 

  令和  年  月  日（注２） 

 

     甲  住所 

        氏名          実印 

 

     乙  住所 

        社会福祉法人○○○会設立代表者（注３） 

氏名         実印 

注１ 法人設立認可申請書には契約書原本の写しを添付し、契約書の原本は関係者がそれぞれ保管する。 

注２ 設立決議により設立代表者に権限を委任した日以降で、法人設立認可申請をする日以前の日付とす

ること。 

注３ 設立代表者が贈与する場合は、代理人を選任すること（設立代表者代理人と表記）。 

注４ 別記目録を作成する場合は、贈与契約書との間に割印を押印すること。 

注５ 第１条の例：同法人の建設自己資金として○○円、運転資金として○○円、法人事務費として○○

円…など。 

注６ 指定寄附にて行う場合は、別途相談すること。 

法人設立時財産贈与契約書例 
変更不可 
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55 

３７ 寄付者に便宜供与しない旨の誓約書（原本）  
 

 

                                       
令和  年  月  日

東京都知事 殿 

 

 

 

       東京都○○市○○二丁目○番○号 

       社会福祉法人 ○○会 

       理事長  ○○ ○○   ㊞    

 

 

 

誓 約 書 

 

 社会福祉法人○○会（以下、「当法人」という。）は、下記施設の整備を行う

ために当法人に対して寄附を行った寄附者及びその関係者（以下、「寄附者

等」という）と契約（寄附者等に対する便宜供与を含む。）しないことを誓約

いたします。 

上記誓約に違反した場合は、東京都から受ける補助金の全部又は一部を取り

消されること（補助金の返還を行うこと）について承諾いたします。 

 

 

記 

 

 

１ 施設名 

  特別養護老人ホーム○○ 

 

２ 整備予定地 

  東京都○○市○○三丁目○番○ 

 

 

以上 
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３８．寄附理由書 
寄 附 理 由 書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

理由（具体的に） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名           実印                
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４０．寄附者の預金残高証明書 
(1) 本計画への充当額を有する口座の原本を提出すること（コピー不可）。 

(2) 令和元年～令和４年（第３回は令和２年～令和５年。詳細は、P.49「残高証明書

一覧表」内 下段「提出資料」参照。）の指定日付で、同一口座のものを提出するこ

と。 

  (3) ４か年分の残高証明書と、それらの金額を口座別に一覧表にまとめたものを添付

すること。 

 

４２．寄附者の役員会議事録（団体の場合のみ） 
   原本証明を行うこと。 

 

４３．寄附者の履歴事項全部証明書（登記簿謄本）（団体の場合のみ） 
 原本を提出すること（コピー不可）。 

 

４４．寄附者の決算書（団体の場合のみ） 
   直近のものから過去３年分を提出すること。 
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Ｅ 借入金・償還財源関係                            
４５．借入金償還計画等一覧表 

当該補助対象案件とは別案件の借入れについても「既借入分」として作成すること。 
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４７．機構借入金算出内訳 
様式は独立行政法人福祉医療機構（以下、「機構」という。）の提出様式とすること。 

(1) 機構の指示する単価で計算すること。 

(2) 機構からの借入金は、借入上限額内であること。 

(3) 機構の確認を受けること。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機構借入金額積算内訳〔金額単位：千円〕

【１．建築資金及び設備備品整備資金】

1 建築工事費

2 大型設備等工事費

3 特殊工事費

　うち解体撤去工事費

　うち仮設施設整備工事費

4 設計監理費

5 設備備品整備費

《機構基準事業費の算出内訳》

《借入申込金額の算定》

（１）控除する補助金・交付金の算出

（ ） （ ）× 1.5 ＝( ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（２）機構借入金の算出（下段はうち無利子分の算出）

（ － ） × ％ ＝ ≧

（ － ） × ％ ＝ ≧

(注)無利子分の算出における基準事業費：控除する補助金等のうち無利子分対象額に３分の４を乗じた額

【２．土地取得資金】 融資対象事業に係る建物の延べ床面積： ㎡

千円 千円 千円

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

円/㎡ 円/㎡ 円/㎡

（ － ） × ％ ＝ ≧

【３．経営資金】

× ％ ＝ ≧

所　要　資　金　額 融 資 率 借入金の上限 経営資金借入申込金額

機構基準事業費 設置・整備資金

借入申込金額

(Ⅰ)+(Ⅱ)

実際事業費

合　計
（A) （B)

区　　　　　　　　分

本  体
大型設備等金額 解体金額 仮設金額

定員数・施設数 単価 金額
施設種類

国庫補助金（自治体義務的負担分含）

次世代交付金、安心こども基金（〃）

保育所等整備交付金（〃）

都道府県・指定都市・中核市補助金　①

地域介護・福祉空間交付金及び地

域医療介護総合確保基金

交付決定額

②

控除対象交付金額の上限

③

②の対象事業に対する自治

体からの交付決定額

④

合　計

今次計画に対して受ける補

助金及び交付金総額
自治体の単独（上積）補助金⑤ 民間補助金⑥

基準事業費
（（A)と(B)のいずれか低い額）

控除する補助金額 融 資 率 借入金の上限 借入申込金額(Ⅰ)

区     分 実際事業費 融資限度面積 基準事業費 参考(全体分)

(a） (b) (c) {(a)－(b)}×(c)

取得費

(d） (e) (f) {(d)－(e)}×(f)

基準事業費
控除する補助金額

（土地分)
融 資 率 借入金の上限 借入申込金額(Ⅱ)

単  価

面  積

(g） (h) (i) {(g)－(h)}×(i)
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４８．利子補給費対象額算定表 

様式は東京都福祉保健財団（以下、「財団」という。）の提出様式とすること。 

(1) 財団で行う利子補給の対象は、機構からの借入金の利子の一部である。 

(2) 財団の確認を受けること。 

 

利子補給費対象額算定表

( )

人 人

（ ）

1 2 3

Ａ 千円 Ｃ 千円 Ｅ 千円

（ ）

（ ）

（ ）

D

Ｂ ＝ 円

1 （ ・ ） 円 × × ＝ 円

（ ・ ） 円 × × ＝ 円

2 （ ・ ） 円 × × ＝ 円

円 × × ＝ 円

3 （ ・ ） 円 × × ＝ 円

円 × × ＝ 円

4 （ ・ ） 円 × × ＝ 円

円 × × ＝ 円

5 （ ・ ） 円 × × ＝ 円

円 × × ＝ 円

円 × × ＝ 円

円 × × ＝ 円

円 × × ＝ 円

円 × × ＝ 円

※ ＡとＢを比較し、金額の低い方をＣとする。 Ｃ ＝ 千円

D －

（ 千円 － 千円 ） × 80 ／ ＝ 千円

： ＝

千円 円

年度 ～ 年度 までの 年間

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

※当該算定表は当財団が作成したものであり、利子補給額については計画段階での積算であって必ずしも助成を保証

するものではありません。

社会福祉法人

対 象 施 設
施 設 名 種 類

区分 施設整備 設備整備

整 備 後

福 祉 医 療 機 構

借 入 計 画

借 入 額 千円

利 用 定 員

千円 償 還 方 法 月賦

整 備 計 画 資 金 計 画

利 率

利 子 額

申込時

区 分 実　事　業　費 必要と認める経費 民 間 補 助 金

構造 　１ 耐　火　　２ 準耐火　 ３ その他 建築延床面積 ㎡

土地取得 都 補 助 金

定 期 借 地 権 補 助 金
（ ス プ リ ン ク ラ ー ）

大 型 設 備 等 工 事 費 自 己 資 金

（ 冷 暖 房 ）
区 単 独 補 助

（ 浄 化 槽 ）

本 体 工 事 費 計

（ 乗 用 エ レ ベ ー タ ー ）

仮 設 施 設 銀 行 借 入 （ 運 転 ）

解 体 撤 去 都 補 助 金 （ 土 地 ）

銀 行 借 入 ( 土 地 ）

設 計 監 理 費 福 祉 医 療機 構借 入金

※ 必要と認める経費の説明

　・本体、冷暖房、浄化槽、エレベーター、スプリンクラー

　  工事費の合計額(Ｃ)は必要と認める経費の算定の

　  合計額(Ｂ)と各実事業費の合計額(Ａ)とのいずれか

　  低い方の額とする。

　・上記以外の経費については、原則実事業費とする。

　・土地取得費については、50,000千円を限度とする。

土 地 取 得 費

当 初 運 転 資 金 等

上限 50,000 千円

機構融資対象外工事費

備 品 費

合 計

                  種　　　　　　　　　　別 単　　　　　価 人数 促進係数

合 計

人

必要と認める経費の算定

特別養護老人ホーム 人

利子補給対象額

人

人

人

ショートステイ

老人短期入所施設

施設

人

人

施設

人

人

人

C の 算 定

人

人

100

利子補給費対象額 利子補給額

土 地 土地取得分機構借入額と利子補給費対象上限額（50,000千円）を比べて低い方の額 千円

利子補給費対象

借入限度額

（１０万円未満切捨）

必要と認める経費の合計 Ｅ

建 物

建 物

土 地 土 地

内 訳

機構借入額 利 子 補 給 対 象額

利 子 補 給 期 間

建 物

民 老 民 老

デイサービスセンター

地域交流スペース
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４９．協調融資先からの融資（見込）証明書（写） 
  機構との協調融資を利用する場合、融資証明書には必ず、①当該融資が福祉医療機構

との協調融資であること、②融資金額、③償還期間、④借入利率等を明記した融資（見

込）証明書の写しを提出すること。ただし、借入利率が記載できない場合、都が定める

借入利率（５年目まで２．５％、６年目以降３．５％）で償還計画を作成すること。 
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F 社会福祉法人関係                              
５０．履歴書、５４．理事長及び理事・監事就任予定者の履歴書     

 履   歴   書 

 

                                令和  年  月  日作成 

 

 フリガナ  実印  写真を必ず貼ること 

上半身・脱帽・正面 

を向いた３ヵ月以内

に撮影されたもの 

 

 氏  名  
 

 生年月日       年   月   日  （満  歳） 

  

 住  所 

 〒 

 

                           （     ） 

 ※印鑑登録証明書どおりに記載すること。 

 

 《学  歴》 

 

学  校  名 学部学科名 期     間 資   格  

    年 月 日～  年 月 日    卒   年退 

      卒   年退 

      卒   年退 

      卒   年退 

 

 《職  歴》 

 

勤   務   先 在職期間 職務内容 役  職  

   年 月 日～  年 月 日   

    

    

    

    

 

 《現  職》 

 

勤   務   先 在職期間 職務内容 役  職  

   年 月 日 ～ 現  在   

    

    

    

  現在従事している職について、職歴とは別に全て記入すること。  
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 《他法人役員経歴》 

 

法人名 在職期間 職務内容 役  職 

   年 月 日～  年 月 日   

    

    

    

 

 他法人役員経歴については、職歴とは別記すること。 

 

 

 《その他兼務職歴》 （例；民生委員・任意団体等の役員歴） 

職   歴 在職期間 職務内容 役  職 

   年 月 日～  年 月 日   

    

    

    

 

 

 

 《資格・免許》 

 

名   称（種 別） 登録年月日及び登録番号 取扱機関 

    年  月  日  №  

    年  月  日  №  

    年  月  日  №  

 

 

 

 《他の理事予定者との関係》 

 

氏    名 関 係 

  

  

  

 

 

 

     ※ 歴については、欄の上から古い順に記載すること。 

     ※ 役員（理事・監事）の各種要件に該当する職歴等は、必ず記入すること。 
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５２．理事会役員一覧表 
 

法人名：　 社会福祉法人　東都会

① ② ③ ④ ⑤

トウキョウ　タロウ 昭和XX年XX月XX日生

東京　太郎 （満XX歳）

フクシ　イチロウ 昭和XX年XX月XX日生

福祉　一郎 （満XX歳）

トウキョウ　ジロウ 昭和XX年XX月XX日生

東京　次郎 （満XX歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

ＸＸＸ　ＸＸＸ 昭和XX年XX月XX日生

××　×× （満XX歳）

ＸＸＸ　ＸＸＸ 昭和XX年XX月XX日生

××　×× （満XX歳）

※1

※2

①社会福祉事業の経営に関する識見を有する者②行なう事業の区域における福祉の実情に通じている者③当該施設の管理者

④社会福祉事業について識見を有する者⑤財務管理について識見を有する者

××会計事務所

公認会計士

××大学教授

特別養護老人ホーム○

○施設長

有

有

大都病院医師

理事東京次郎の兄

理

事

長

○

理

　

　

事

(福)東都会理事長

特別養護老人ホーム

東都の郷施設長

理事長東京太郎の弟

○

○

無 ××大学福祉学部教授

親族関係や特殊関係にある場合又は職歴等に建設業者等との関連がある場合には、その状況を摘要欄に記入すること。

監

事

無

大都病院（新宿区）医師

ア　都内の福祉の実情に通じている者

（〇〇の経歴を有しているため）

無
××会計事務所

公認会計士

理　事　会　役　員　一　覧　表

　

役

職

名

フリガナ

役員氏名

生年月日

年齢

職　業 摘　要※２
法令に定める要件の充足状況

役員選任区分※1

（該当部に○印）

理事 監事

親

族

等

特

殊

関

係

の

有

無

○

○

以
下
、
略

①役員選任区分の該当要件

②親族等特殊関係の状況

③建設業者等との関連状況
を記入すること。

都内で特養運営実績のない法人の場合
は、ア 都内の福祉の実情に通じている
者、イ 都内の新しい施設の経営に携わ
る者 が誰であるか、またその理由がわ
かるようにするここと。

地域の福祉関係者については、社
会福祉法人所在地と同一区市町村
で、かつ現職であることが必要。

特殊関係
は両方に
書く。

①社会福祉事業の経営に関する識見を有する者

②行なう事業の区域における福祉の実情に通じている者

③当該施設の管理者

④社会福祉事業について識見を有する者

⑤財務管理について識見を有する者
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５３．評議員一覧表 
法人名：　

評議員選任区分

（該当部に○印）

法人の適正な運営

に必要な識見を有

する者

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

昭和　年　月　日生

（満　　歳）

※

　

法令等に定める要件の充足状況
摘　要

6

7

8

2

3

4

10

13

9

11

12

5

　親族関係や特殊関係にある場合又は職歴等に建設業者等との関連がある場合には、その状況を摘要欄に記入する

こと。

評　議　員　一　覧　表

1

No.
フリガナ
評議員氏名

生年月日
年齢

職業等

親

族

等

特

殊

関

係

の

有

無

①親族等特殊関係の
状況
②建設業者等との関
連状況

理事会役員一覧表と同様に記入のこと
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５５．理事長及び幹事・監事就任予定者の承諾書（写）   
 

理事（注１）就任承諾書 

 

 

 社会福祉法人○○会理事（注１）に就任することを承諾します。  

 

令和   年   月   日（注２）  

 

            住  所  

            氏  名           実印  

 

 

   社会福祉法人○○会  

     設立代表者  ○○○○  殿  

注１  監事就任承諾書は、理事の文言を監事に換えて作成すること。 

 注２  設立代表者に権限を委任した日付以降で、法人設立認可申請

年月日以前の日付とすること。  

 注３  設立代表者分も作成すること。   
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５６．新規法人設立の権限に係る委任状 
（設立代表者が設立に関する一切の権限を有する場合） 

 

 

委 任 状 

                   

住 所（注１） 

                  氏 名（注２） 

  

 

 

上記の者を社会福祉法人○○会の設立代表者として設立に関し必要な一切の権限を

委任する。 

 

 

 

令和  年  月  日（注３） 

 

            設立者  住 所  （注４） 

                 氏 名       実印 

 

 

 

注１ 設立代表者の住所（印鑑登録証明書記載のとおりに記入） 

 注２ 設立代表者の氏名（印鑑登録証明書記載のとおりに記入） 

 注３ 贈与契約日以前の日付である必要がある。 

 注４ 設立代表者以外の設立者（印鑑登録証明書記載のとおりに記入） 
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（設立代表者が贈与契約の当事者（寄附者）となる場合） 

 

委 任 状 

                   

住 所（注１） 

                  氏 名（注２） 

  

 

 

上記の者を社会福祉法人○○会の設立代表者として設立に関し必要な権限（○○

○○〈設立代表者氏名〉の贈与契約（注３）に係る部分を除く。）の一切を委任する。 

 

 

 

令和  年  月  日（注４） 

 

            設立者  住 所  （注５） 

                 氏 名        実印 

 

 

 

注１ 設立代表者の住所（印鑑登録証明書記載のとおりに記入） 

 注２ 設立代表者の氏名（印鑑登録証明書記載のとおりに記入） 

 注３ 贈与契約以外にも地上権設定契約等の案件がある場合は適当な文書に書き換える。 

 注４ 贈与契約日以前の日付である必要がある。 

 注５ 設立代表者以外の設立者（印鑑登録証明書記載のとおりに記入） 
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（設立代表者以外の者に贈与契約に係る権限のみを委任する場合） 

 

委 任 状 

                   

住 所（注１） 

                  氏 名（注２） 

  

 

 

上記の者に社会福祉法人○○会と○○○○〈設立代表者氏名〉との贈与契約（注

３）に係る権限を委任する。 

 

 

 

令和  年  月  日（注４） 

 

            設立者  住 所  （注５） 

                 氏 名        実印 

 

 

 

注１ 設立代表者の代理人の住所（印鑑登録証明書記載のとおりに記入） 

注２ 設立代表者の代理人の氏名（印鑑登録証明書記載のとおりに記入） 

注３ 贈与契約以外にも地上権設定契約等の案件がある場合は適当な文書に書き換える。 

注４ 贈与契約日以前の日付である必要がある。 

注５ 設立代表者の代理人を除く設立者全員。したがって、設立代表者を含む（印鑑登録証明

書記載のとおりに記入）。 
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６２．既存施設一覧表   
既
存
施
設
一
覧
表

運
営
事
業
者
：
　
社
会
福
祉
法
人
○
○
会

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
併
設
施
設

従
来
型

ユ
ニ
ッ
ト
型

1
東
京
都

世
田
谷
区

△
△
ホ
ー
ム

8
0

6
0

2
0

－
○
年
○
月

2
3

2
東
京
都

練
馬
区

練
馬
○
○
苑

1
1

0
0

1
1

0
1

0
○
年
○
月

2
5

3 4 5 上
記
以
外
の
施
設

1
東
京
都

世
田
谷
区

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
□
□

5
0

○
年
○
月

2
4

2
東
京
都

練
馬
区

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
○

△
1

8
○
年
○
月

2
3

3
東
京
都

練
馬
区

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
※
※

3
0

○
年
○
月

2
4

4 5

開
設
時
期

所
在
地

施
　
　
　
設
　
　
　
名

特
養
定
員

（
名
）

N
o

.

併
設
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
定
員

（
名
）

併
設
施
設
概
要

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

特
養
概
要

多
床
室
4
名
×
1
5
室

1
0
名
×
2
ユ
ニ
ッ
ト

N
o

.
所
在
地

施
　
　
　
設
　
　
　
名

定
員

（
名
）

第
三
者
評
価

直
近
受
審
年

度

第
三
者
評
価

直
近
受
審
年
度

ユ
ニ
ッ
ト
型
・
1
0
名
×
3
ユ
ニ
ッ
ト

オ
ー
ナ
ー
型
整
備

併
設
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
　
1
0
名
×
1
ユ
ニ
ッ
ト

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
一
般
型
　
定
員
3
0
名

1
0
名
×
1
1
ユ
ニ
ッ
ト

開
設
時
期

施
設
概
要

一
般
型
　
5
0
名

定
員
9
名
×
2
ユ
ニ
ッ
ト

原
則
と
し
て
全
施
設
記
載
す
る
こ
と
。

件
数
が
多
い
場
合
は
、
都
内
は
全
て
記
載
し
、
他
道
府
県
に
つ
い
て
は
、
各
県
又
は
地
方
ご
と
に
「
△
△
ホ
ー
ム
他
○
箇
所
」
と
記
載
。

ユ
ニ
ッ
ト
数
を
記
入
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６３．指導検査結果通知書及び改善報告書 
  既存法人（他道府県法人含む）は、直近のものを提出すること。法人本部に対する指

導検査に係る分も必ず提出すること。 

  さらに、令和３年度中に指導検査を受けた場合は、書類が整い次第、随時提出するこ

と。 
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G 近隣住民説明                            
６６．住宅地図（自治会の範囲、近隣状況の範囲が分かるもの） 
 ※「７０． 同意状況一覧表」の番号を記すこと。 

  

(1) 自治会、町会の住宅地図 

   自治会及び町会等の範囲と今回の計画地の位置関係が分かるもの（太線で表記）。 

  

(2) 住民説明会対象範囲 

   住民説明会の対象範囲を住宅地図に記すこと（点線で表記）。  
６７．近隣住民説明会開催予定表 
  開設までの開催予定表を作成すること。 

 

６８．住民説明会議事概要 
(1) 住民説明会を開催した後は、議事概要を作成し、速やかに提出すること。 

  ※ 議事概要は、法人側がどのような説明を行ったのか、また住民側からどのような

質問や意見が出たのか等を簡潔に記載したものであること。 

※ 議事録（説明会の発言を詳細に記したもの）を作成の上、法人において保管する

こと（別途提出を求める場合もあります。） 

 (2) 「住民説明会の参加者名簿」は可能な限り記名していただき議事概要に添付するこ

と。 

(3)  区市町村にも併せて提出すること。 
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６９．住民説明経緯表 
住民説明（説明会、個別説明）を実施した内容や住民からの意見等、交渉経緯を時系列

に整理し、随時提出すること。 

 

７０．同意状況一覧表      
番号 氏　名 住　　所 同意状況 説明会等 意見・要望等

同　意　状　況　一　覧　表

令和○○年○月○○日現在

※建設用地に係る自治会若しくは町会並びに施設に隣接する近隣住民(土地の所有者、
マンション等の場合は総会で承認された管理組合）について作成すること。

※番号を「６６．住宅地図」に記入すること。
※同意状況を記入すること。(説明会などで賛同が得られているか。反対意見はないか。）

※近隣住民からの意見、要望等を具体的に記入すること。
※説明会への出席、個別説明の有無を記入すること。日付は直近のものを記入すること。

※状況に変化があった場合、速やかに修正版を提出すること。

※氏名、住所、同意状況、説明会出欠等、意見・要望等について、東京都に提出することを住民に
あらかじめ説明すること。

※「同意状況」欄は、同意を得たもののみ「○」。それ以外は空欄にすること。

※「説明会等」欄は、説明会への参加や戸別訪問で接触があった場合のみ「○」。それ以外は空欄
にすること。
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７１．住民同意に関する意見書 
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H 用地関係                                  
７２．売買（賃貸借）価格の根拠資料   ○定期借地権の一時金に対する補助を受ける場合 

「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」（以下のページから最新の様式をダ

ウンロードしたもの）を作成・提出すること（第三者である税理士又は不動産鑑定士

が作成したものに限る。）。 

（注）定期借地権の一時金による減額後の賃料が、相場賃料以上の金額である場合は、

定期借地権の一時金の補助を受けることができない。定期借地権の一時金の補助金交

付申請時（施設整備費補助内示後以降）に、不動産鑑定士が作成した「不動産鑑定評

価書」又は「不動産調査報告書」にて確認する（補助協議時には提出不要）。 

【国税庁ホームページ＞[手続名]】 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-05.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「17 補助金算出表（定借補助算
出表）」の「（補正後）路線価」に

記載する。 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-05.htm
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○土地を購入する又は定期借地権の一時金に対する補助を受けずに賃貸借契約を締結

する場合  売買（賃貸借）価格の算出基礎資料を提出すること。 

（例）不動産鑑定書、周辺の実勢価格、基準地価格、公示地価格、路線価、固定資産

税評価額等 

７５．用地の公図及び求積図 
最新の状況のものを提出すること。 

７６．用地面積及び所有者一覧                 
７７．土地登記事項証明書、７８．（根）抵当権抹消確約書 

(1) 土地登記事項証明書は協議書提出時には原本を提出すること。 

(2) 建設用地に（根）抵当権が登記されている場合には、内示前までに抹消することを
記載した抹消確約書を協議書提出時に必ず添付すること。 

なお、抹消確約書には、金融機関の名において条件・時期等が明記されていること。 

 

実測上の地積

（登記上の地積）

㎡

（　　　　　　㎡） （　　　　　　）

㎡

（　　　　　　㎡） （　　　　　　）

㎡

（　　　　　　㎡） （　　　　　　）

㎡

（　　　　　　㎡） （　　　　　　）

㎡

（　　　　　　㎡） （　　　　　　）

㎡

（　　　　　　㎡） （　　　　　　）

㎡

（　　　　　　㎡） （　　　　　　）

㎡

（　　　　　　㎡） （　　　　　　）

㎡

（　　　　　　㎡）

用地面積及び所有者一覧

備考（取得予定

等・所有権以外の

権利状況等）

法人との

関係
所在地 地　番 地　目

土地所有者

住所・氏名

合　　計
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８０．土地売買（賃貸借）確約書 
＜売買確約書の例＞  

土  地  売  買  確  約  書 

 

 

社会福祉法人○○○会〔又は社会福祉法人□□□会設立代表者◇◇◇〕が令和○○年

度に計画している下記２の老人福祉施設建設計画について、当該施設建設計画が令和○

○年度東京都補助事業として内示された場合、下記３の土地について貴法人（仮称法人

の場合は法人認可後）と売買契約を締結することを確約いたします。 

 

 

                             年  月  日 

 

                         住 所 

 

                         氏 名（所有者）       実印 

 

 

 

   社会福祉法人○○○会（又は社会福祉法人□□□会設立代表者◇◇◇） 

 

   理事長           殿 

   （又は設立代表者） 

 

記 

 

 

   １ 土地売買予定価格         金          円 

 

 

  ２ 老人福祉施設建設計画      特別養護老人ホーム（定員  人） 

                    老人デイサービスセンター 

                    ○○造 地上○階建 地下○階 

                    延床面積     ㎡ 

 

 

  ３ 売買予定地           △△△△区（市町村）△△町△△△丁目△△番△号 

                    実測面積            ㎡ 

                    登記簿上面積     筆    ㎡ 

 

 

 

協議書提出時までに

取り交わすこと。 
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土  地  賃  貸  借  確  約  書 

 

 社会福祉法人○○○会〔又は社会福祉法人□□□会設立代表者◇◇◇〕が令和○○年

度に計画している下記４の老人福祉施設建設計画について、当該施設建設計画が令和○

○年度東京都補助事業として内示された場合、下記５の土地について貴法人（新設法人

の場合は法人認可後）と○○年間の定期借地権契約を締結することを確約いたします。 

 

 

                             年  月  日 

 

                         住 所 

 

                         氏 名（所有者）       実印 

 

 

   社会福祉法人○○○会（又は社会福祉法人□□□会設立代表者◇◇◇） 

   理事長           殿 

    

 

記 

 

   １ 土地賃料予定額   （月 額）   金          円 

   ２ 一時金        有 ・ 無   

（予定額）   金         円 

（返還について） 有 ・ 無 

   ３ 保証金等             有 ・ 無               

（予定額）   金         円 

 

 

  ４ 老人福祉施設建設計画     特別養護老人ホーム（定員  人） 

                   老人デイサービスセンター 

                   ○○造 地上○階建 地下○階                   延床面積     ㎡ 

 

  ５ 賃貸借予定地         △△△△区（市町村）△△町△△△丁目△△番△号 

                   実測面積            ㎡ 

                   登記簿上面積     筆    ㎡ 

協議書提出時までに

取り交わすこと。 
５０年＋建設・解体に要

する期間とすること。 
工事中の賃料と運営中の賃

料が異なる場合は、それぞれ

記載すること。 
有無どちらかにマル 
「有」の場合に記載する。 
例）「権利金として」 年額の場合はその旨を記 前払い賃料としての性質

を有するもの 
前払い賃料としての性質

を有さないもの 
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８１．所有権移転（地上権又は賃借権設定）登記確約書 
＜所有権移転（地上権又は賃借権設定）登記確約書の例＞※賃借権設定の場合  

賃 借 権 設 定 登 記 確 約 書  

 

 

 このたび、特別養護老人ホーム○○園の用地として賃貸借契約の締結を行う予定であ

る借地人社会福祉法人○○会との賃貸借については、当該施設建設計画が令和○○年度

東京都補助事業として内示された場合、直ちに賃借権の登記をすることを確約いたしま

す。 

 

 

                             年  月  日 

 

                         住 所 

 

                         氏 名（所有者）       実印 

 

 

   社会福祉法人○○○会（又は社会福祉法人□□□会設立代表者◇◇◇） 

   理事長           殿 

    

 

 

 

  土地の表示       

１ 所在地           △△△△区（市町村）△△町△△△丁目△△番△号 

     ２ 地目       宅地 

   ３  公簿面積     ○○○○㎡ 

 

 

 

 

協議書提出時までに

取り交わすこと。 
土地の表示は登記簿謄本

どおりに記載すること。 
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Ｉ 見積書等                                 
８３．工事事務費見積書 

(1) 工事事務費は、基本設計・実施設計・監理業務の内訳のある見積書とすること。 

(2) 工事事務費の補助対象は内示以降の契約（業務）であり、内示前に行う基本設計等
の業務については補助対象とならないので、別契約とすること。また、基本設計等を

含めて内示以降に契約する場合であっても、業務開始期間が内示前である場合は補助

対象外とするので、注意すること。 

(3) 基本設計の契約を既に締結している場合は契約書の（写）を提出すること。 

 

８４．工事見積書   工事見積書は、以下の項目区分の工事金額がわかるものを作成すること。 

※項目区分については、例示となります。 

○補助対象工事 

(1) 直接工事費   ア 共通仮設費   イ 建築工事費     ①直接仮設工事②土工事③杭うち業④鉄筋コンクリート⑤鉄骨⑥煉瓦ブロック⑦
防水⑧屋根⑨石⑩左官⑪タイル⑫木⑬金属⑭木製建具⑮金属建具⑯ガラス⑰内装

⑱雑工事   ウ 電気設備工事費     ①受変電②自家発電③蓄電池④幹線⑤電力⑥電灯コンセント⑦照明器具⑧電話⑨
拡声⑩テレビ共聴⑪ＩＴＶ⑫防犯⑬ナースコール⑭カードシステム⑮火災報知⑯

防排煙   エ 空調換気設備工事費     ①冷熱源機器②空調機器③配管④空調ダクト⑤換気⑥自動制御   オ 給排水衛生設備工事費     ①給水②給湯③排水通気④衛生器具   カ スプリンクラー設備工事費   キ 昇降機設備工事費 

ク 浄化槽設備工事費 

ケ 介護用リフト等     ①介護用リフト②特殊浴槽  (2) 解体撤去工事費（増改築の場合であって補助が認められたものに限る）  (3) 仮設工事費  （           〃           ） 

 

○補助対象外工事 

その他対象外工事費（補助対象外の工事） 

① 緑化・植栽・造園②外構工事③土地造成④擁壁工事⑤解体撤去工事⑥仮設工事 

※①緑化・植栽・造園の工事については屋内及び屋外ともに補助対象外工事とすること。 

※補助対象工事と補助対象外工事を一本工事として発注する場合は、それぞれの合計が

分かるようにし、諸経費率は同一にすること。 
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※備品は、工事見積書に含めないこと。ただし、施設整備と一体的に整備され、かつ固

定されるもの及び整備に当たり施設設計等に影響を及ぼす初度設備（例：大型冷蔵庫

等厨房機器、洗濯乾燥設備、非常通報装置等）は、工事見積書に含めることができる。  ※工事を発注する際の仕様書については、適用する工事標準仕様書を定めること。標準
仕様書については、東京都建築工事標準仕様書、東京都機械設備工事標準仕様書、東

京都電気設備工事標準仕様書を使用すること。 

 

※工事出来高の算定については、以下の点に留意すること。 

①出来高算定の内訳は、個々の直接工事費の出来高の積み上げにより作成すること。 

②共通仮設費、諸経費及び法定福利費の出来高率は、直接工事の出来高率と同一とす

ること。 

③鉄筋、サッシ、ボイラー、空調機器及び電灯等の機器類は、現場での取り付け作業

が完了した後で、出来高に算定すること（メーカーに発注しただけ又は、現場に搬入

しただけでは出来高に算定できません。）。 

 

８５．初度備品見積書 
備品（ただし、施設整備と一体的に整備され、かつ固定されるもの及び整備に当た

り施設設計等に影響を及ぼす初度設備として、「８４．工事見積書」に含めるものは除

く。）は、工事契約とは別契約とし、その見積書を提出すること。 


